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（４）会計監査 

当社は、清友監査法人と監査契約を締結し、独立した立場から「特定上場有価証券に関する有価証

券上場規程の特例」第 128 条第３項の規定に基づき監査を受けております。なお 2020年 12月期にお

いて監査を執行した公認会計士は市田知史氏、柴田和彦氏の２名であり、いずれも継続監査年数は７

年以内であります。また当該監査業務にかかる補助者は公認会計士２名及びその他１名であります。

なお当社と監査に従事する公認会計士及びその補助者との間には特別の利害関係はありません。 

 

■３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 

ベンチャー企業の成長支援に精通した社外取締役、社外監査役が、客観的かつ中立的な視点から、

経営に対する監査・監督を強化する体制を整えることで、法令遵守、透明性、公平性、スピードを確

保したガバナンス体制を整備しています。 

 

 

Ⅲ．株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 

■１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況 

今後の株主の状況を鑑み、検討してまいります。 

 

■２．IRに関する活動状況 

（1）IR 資料をホームページ掲載 

当社 WEB サイトに IR 情報ページを設け、TDnet において開示された情報や決算情報、発行者

情報、特定証券情報のほか、決算説明会資料等についても掲載していく予定です。 

（2）IR に関する部署（担当者）の設置 

管理部にて対応しています。 

（3）その他 

説明会の開催につきましては今後の株主の状況を鑑み検討してまいります。 

 

■３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 

コンプライアンス規程を整備し、コンプライアンスの重要性を社内に浸透させ、誠実に適時適切な

情報開示を徹底し、会社を取り巻くステークホルダーの尊重を図ることとしております。 

 

Ⅳ．内部統制システム等に関する事項 

■１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 

当社は、会社法上の大会社に該当しないため、法令上内部統制システムの整備に関する取締役会決

議を行っておりませんが、内部統制システムの構築は重要な課題と認識しており、会社法上の内部統

制はもとより、金融商品取引法における内部統制の整備及び運用の充実を目指しております。現状に

おいても、当社の企業規模に相応しい組織と、それに対応した適切で有効な内部統制機能を確保して

おります。 

 

■２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 

（１）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方 

当社では、当社の正当な企業価値を守るための「反社会的勢力への対応に関する規程」を策定し、

当社の全役員・従業員に周知徹底しております。反社会勢力による不当要求には一切応じず、被害を

防止するために、警察及び弁護士等の外部専門機関と連携し、組織的かつ適正に対応しております。 

（２）反社会的勢力排除に向けた整備状況 

反社会的勢力による不当要求に備え、「反社会的勢力への対応に関する規程」を策定し、反社会的勢

力への対応ルールを整備しております。また、当社が新たな取引先と契約を締結する場合の契約書等
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では、取引が反社会的勢力であることが判明した場合には、契約を一方的に解除できる反社会的勢力

排除条項を盛り込んでおります。 

 

 

Ⅴ．その他 

■１．買収防衛策の導入の有無：なし 

■２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 

（１）模式図 

当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）適時開示体制の概要 

当社の適時開示体制フローは、次のとおりです。 

 

 

 


